
テレワーク実施時の労務管理の留意点

柔軟な働き方を実現するために

社会保険労務士事務所 おくばやし労務サポート 代表

一般社団法人日本テレワーク協会客員研究員

特定社会保険労務士 奥林 美智子

2025年06月 テレワーク・セミナー



テレワークの現状とメリット
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自己紹介

趣味：山歩き

人事実務
㈱産労総合研究所
2020年2月号

《略歴》
大学卒業後、メーカー勤務を経て社会保
険労務士に。2015年おくばやし労務サ
ポート設立。働きやすい職場づくりをめ
ざす中小企業に向けて在宅勤務制度等の
テレワーク導入支援を積極的に行ってお
り、2017年7月東京テレワーク推進セン
ター開設以降、2025年3月まで同所のテ
レワーク専門相談員を務めた。
『医療・介護をめぐる労務相談』（新日
本法規出版）、「労働新聞」紙、「企業
実務」誌、「人事実務」誌など執筆多数。

（一社）日本テレワーク協会客員研究員
経営学修士 

 



4

テレワーク実施率の現状と推移

出所：令和6年度「東京都 多様な働き方に関する実態調査（テレワーク）」



引き続き首都圏（一都三県）での実施率が他の地域に比べて高い傾向
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地域・職種による傾向

出所：パーソル総合研究所 「第九回・テレワークに関する調査」
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テレワーク継続の意向

出所：パーソル総合研究所 「第九回・テレワークに関する調査」
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テレワークの課題

出所：パーソル総合研究所 「第九回・テレワークに関する調査」



テレワークは社会・企業・労働者のそれぞれに対し様々な効果をもたらす
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テレワークの意義・効果

✓ 少子高齢化対策

✓ 地域活性化
社会

✓ 有能・多様な人材の確保

✓ 生産性・営業効率の向上
企業

✓ 多様で柔軟な働きかたを実現

✓ 仕事と育児・介護・治療の両立

✓ 通勤時間の削減

労働者

✓ 環境負荷の軽減

✓ 耐災害性の向上

✓ 非常時の事業継続

✓ コスト削減



テレワークの労務管理 ３つのポイント
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Ⅰ：コミュニケーションの工夫 ①ツールの活用

出所：日本テレワーク協会 
「テレワーク関連ツール一覧」

①事前準備

・目的とゴールを明確にする

・アジェンダ（課題）を共有する

・役割分担を決める

・接続テストを行う

・環境を整える

②会議中の進行を工夫する

・結論ファーストで話す

・発言のルールを決める

・カメラは基本的にはオン

・チャット機能等の活用

・休憩を適切にはさむ

③会議後のフォローアップ

・議事録を速やかに共有

・誰が何をいつまでにやるのか明確に

メール・チャット オンライン会議

①結論ファースト

・まず一番伝えたいことから

②簡潔な文章と視覚的な工夫

・1つのメッセージに1つの内容

・状況に応じて絵文字・スタンプ活用

③相手に求めるアクションの明確化

・目的、期限、選択肢の明示

・返信不要の場合は明記

④コミュニケーションの円滑化

・緊急性の高いものは【緊急】等明記

・リアクション機能の活用

⑤状況に応じた使い分け

・正式な記録はメール、短時間の情報共
有はチャット、テキストでは伝わりにく
い場合は電話やオンライン会議等

✓相手に求めるアクションの明確
化
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Ⅰ：コミュニケーションの工夫 ②報連相の徹底

企業（管理者）の対策 労働者の対策

①報連相のルールを明確にする
・何をいつどのように報連相するのか
②ツールの使い分けを明確にする
・緊急の場合は電話やWeb会議
・情報共有はチャット
・公式な記録はメール など
③ツールの導入と活用
・ビジネスチャットツール
・Web会議ツール
・プロジェクト管理ツール
・グループウェア
④業務の可視化と情報共有を促す
・日報、週報等の活用
・共有フォルダやクラウドの活用
⑤定期的なコミュニケーションの機会
・1on1ミーティング
・チーム全体の定例ミーティング

①こまめな報連相を意識する
・オフィスにいる時よりはこまめに
・業務の区切りや進捗があった際に
②簡潔に伝える
・結論ファーストで
・質問等も何が聞きたいかを明確に
③相手の状況を考慮する
・ツールの表示で確認
④ツールを積極的に使う
・チャットのメンション機能
・ファイル共有機能
⑤見える化に協力する
・自身の進捗状況等
⑥自分で調べてから相談する
・自分で調べたり、試したりする姿勢
・より具体的なアドバイスを貰いやすい
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Ⅰ：コミュニケーションの工夫 ③雑談の機会

✓オンライン朝礼/終礼での雑談タイム

✓業務連絡の前後や、朝礼・終礼の冒頭に数分間
（5〜10分程度）の雑談タイム

✓「お茶/コーヒーブレイク」の導入

✓ランチ会/飲み会のオンライン開催

意図的に雑談タイムを設ける

✓雑談専用のチャットチャンネルを作る

✓絵文字やスタンプ、GIFの活用

✓今日の気分・出来事や今日のBGMなどの共有

コミュニケーションツールの活用

✓オンラインサークル活動

（共通の趣味の共有）

✓社内イベントのオンライン化

業務外のイベントや活動の促進

✓自ら雑談を切りだす

✓ミーティングの最初や最後に雑談の時間を設ける

✓感謝や労いの言葉を積極的に伝える

管理職（リーダー）からの働きかけ
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Ⅱ：労働時間制度 ①原則と主な労働時間制度

✓ 1か月単位の変形労働時間制 …1か月以内の期間を平均して法定労働時間を超えない範囲

✓ 1年単位の変形労働時間制 …1年以内の期間を平均して法定労働時間を超えない範囲

✓ 1週単位非定型的変形労働時間制 …30人未満の小売業、旅館、飲食店等のみ

変形労働
時間制

✓ 専門業務型裁量労働制 …専門性が高い19業務に従事する労働者

✓ 企画業務型裁量労働制 …企画・立案・調査・分析の業務に従事する労働者

裁量
労働制

✓ フレックスタイム制 …労働者が始業終業時刻を自らの意思で決めて働く制度

✓ 事業場外みなし労働時間制 …事業場外で業務に従事した場合において労働時間の算定が
困難なとき

その他

✓ 1週間に40時間を超えて労働させてはならない

✓ 1日に8時間を超えて労働させてはならない
原則
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Ⅱ：労働時間制度 ②テレワークと事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし
労働時間制とは

要件①

要件②

✓ 労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し
た場合において、労働時間を算定し難いときは、特定の時間労働した
ものとみなす制度です。

✓ 特定の時間とは、所定労働時間または通常必要とされる時間を定める
ことになります。（労使で協定することが望ましいとされます。）

✓ 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこと
とされていないこと

✓ 例えば、勤務時間中に労働者が自分の意思で通信回線自体を切断する
ことができる場合などです。

✓ 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

✓ 使用者の指示が、業務の目的、期限等の基本的事項にとどまり、一日
のスケジュールをあらかじめ決めるなど作業量や時期、方法等を具体
的に特定するものではない場合です。
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Ⅱ：労働時間制度 ③フレックスタイム制

トライアルで
あっても就業
規則・労使協
定は必要です

コアタイムは
必ず設けなけ
ればならない
ものではあり

ません

出所：厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」より

労使協定で定める内容

✓ 対象となる労働者の範囲

✓ 清算期間

✓ 清算期間における総労働時間（所
定労働時間）

✓ 標準となる1日の労働時間

✓ コアタイム（任意）

✓ フレキシブルタイム（任意）

1日ごとの労働時間の長さは労働者に委ねられます



1日ごとの労働時間の長さはかわりません
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Ⅱ：労働時間制度 ④始業終業時刻の繰り上げ・繰り下げ（時差出勤制度）

A 休憩

B 休憩

C 休憩

8時 12時 17時 19時
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Ⅱ：労働時間制度 ⑤中抜け時間の取扱い

✓ 業務の開始、終了時刻を「労働者からの申請により」繰り上げ、繰り下
げできる制度とすることができます。

✓ 時間単位の年次有給休暇制度を導入することも考えられます。

✓ 中抜け時間を把握しない場合、休憩時間を除き労働時間として取り扱う
ことが考えられます。

中抜け時間の
柔軟な取り扱い

中抜け時間＝使用者が業務の指示をせず、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている時間

出所：厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」 より
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Ⅱ：労働時間制度 ⑥テレワーク時の移動時間の取り扱い

✓ 使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ
ており、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間

労働時間に
該当する場合

✓ 使用者が移動することを労働者に命ずることなく、単に労働者自らの都合に
より就業場所間を移動し、その自由利用が保障されているような時間

休憩時間として
取り扱うことが
可能な場合

あらかじめ想定される移動時間について、労働時間か休憩時間かを労使間で確認しておくことをお勧めします。

（例）
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Ⅱ：労働時間制度 ⑦休憩時間・時間外労働

休憩時間

時間外・休日
労働

申告・許可の
有無

✓ １日の労働時間が６時間を超える場合には少なくとも45分、1日の労
働時間が ８時間を超える場合には少なくとも60分、特定の業種を除き、
勤務時間の途中で一斉に与えることが必要です。

✓ テレワークであっても休憩時間を一斉に与えない場合は、労使協定が
必要となります。

✓ テレワークの場合も、使用者は時間外・休日労働をさせる場合には、
36協定の締結、届出や割増賃金の支払いが必要。深夜労働をさせる場
合も深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要です。

✓ 時間外労働等について労働者から事前申告がなかったり許可を与えな
かった場合でも、実際の業務量が過大であったり、明示、黙示の指揮
命令があったと解し得る場合は労働時間に該当すると考えられます。
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Ⅱ：労働時間 ⑧柔軟な労働時間制度のメリット

✓育児・介護・病気治療・障害・高齢者などそれぞ
れの事情にあった働き方を選択できる環境は、多
様な人材が活躍する土台となります

多様な人材の活躍

✓柔軟な働き方を選択できることで、家事・育児・
介護等の時間を確保することができ、家族との団
らんや仕事以外の趣味にも時間を充てることがで
きます

ワークライフバランスの充実

✓能力があるにもかかわらず、何等かの制約がある
人材や他社で働く人材等、優秀な人材を獲得でき
る可能性が広がります

優秀な人材の獲得

✓柔軟な働き方は労働者が自身の働き方や生き方を
選べるようになることにつながるため、企業への
満足度が高まることが期待できます

満足度の向上
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Ⅲ：セキュリティ対策の基本 ①ルール・人・技術

ルール 人 技術1 2 3

・セキュリティ基本方針
・端末利用のルール
・データ管理ルール
・ネットワーク利用ルール
・ソフトウエア利用ルール

・教育研修の実施
・パスワード管理の徹底
・不審なサイトへの警戒
・作業環境の管理

・セキュリティソフト
・通信の暗号化
・認証の強化
・データの暗号化
・アクセス制御
・デバイス管理
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Ⅲ：セキュリティ対策の基本 ②セキュリティガイドライン

出所：総務省 テレワークにおけるセキュリティ確保
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Ⅲ：セキュリティ対策の基本 ③営業秘密を守る

出所：経済産業省 不正競争防止法＞営業秘密~営業秘密を守り活用する~



テレワークの就業規則
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就業規則に定めること

テレワークを導入する目的、テレワークの種類（在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
など）、対象者、対象業務、手続き（申請・許可など）

目的・定義

自宅やサテライトオフィスなどの特定の場所を定める場合は具体的な範囲勤務場所

テレワーク特有の労働時間制度とする場合は明確に定める
勤怠の打刻や報告方法、休憩や中抜け時間の取り扱いについて、時間外労働、緊急時の連絡方法など

労働時間・勤怠管理

労働者に費用を負担させる場合は就業規則への記載が必須
通信費、水道光熱費、情報通信機器、その他備品、通勤手当などについて

費用負担

情報セキュリティポリシー、情報通信機器の管理、機密情報の取扱、ネットワーク接続、ソフトウェア
の利用制限、インシデント発生時の報告義務と対応など

情報セキュリティ

テレワーク特有の服務規律（職務専念義務、勤務状況の報告など）を定めます服務規律

その他 人事評価、教育訓練、安全衛生、労働災害など



在宅勤務に関する費用負担・手当について
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テレワーク手当・在宅勤務手当の取扱

✓ 国税庁は2021年1月、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取り扱
いのルールをまとめた「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ（源泉所得税関
係）」として公表（在宅勤務に係る費用負担に関するFAQ（源泉所得税関係）
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

✓ 割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは、特定の手当に限定されている。
このため一律定額で在宅勤務手当を支給する場合、現行法では、割増賃金の計算基
礎に含める必要がある。

✓ 「実費弁償的なもの」は社会保険、労働（労災・雇用）保険でも報酬とならないと
考えられるが、一律定額で支給される在宅勤務手当は報酬となり、保険料算定基礎
に含める必要がある。

源泉所得税

割増賃金

社会保険
労働保険

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
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安全衛生

出所：厚生労働省 自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備 出所：厚生労働省 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン



就業規則（テレワーク就業規則）を作成・変更した場合、常時10人以上の労働者がいる事業所では、管轄の

労働基準監督署への届出が必要となります。就業規則は社員が見ようと思えばだれでも見れるようにするこ

とが必要です。
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就業規則の作成・変更

◎絶対的必要記載事項
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに
交代制の場合には就業時転換に関する事項

②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び
支払の時期並びに昇給に関する事項

③退職に関する事項（解雇の事由を含む）

◎相対的必要記載事項
①退職手当に関する事項
②臨時の賃金（賞与）、最低賃金額に関する事項
③食費、作業用品などの負担に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
⑧その他全労働者に適用される事項

出所：厚生労働省 テレワークモデル就業規則



育児介護休業法改正・助成金
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2025年育児・介護休業法改正ポイント

出所：厚生労働省 育児介護休業法令和6年（2024年）改正内容の解説
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仕事と育児の両立イメージ

出所：厚生労働省 労働者のニーズに応じた短時間正社員制度など多様で柔軟な働き方の推進策について
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人材確保等支援助成金（ テ レ ワ ー ク コ ー ス ）

NEW！人材確保等支援助成金（テレワークコース）の支給要件・支給要領・様式が改正されました

出所：厚生労働省 人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内
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要件と支給額

出所：厚生労働省 人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内
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改正ポイント

出所：厚生労働省 人材確保等支援助成金（テレワークコース）資料



社会保険労務士事務所 おくばやし労務サポート 代表 

 特定社会保険労務士 奥林 美智子 

テレワークをはじめとする柔軟な働き方の選択肢が
今後さらに定着することを期待しています
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